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研究成果の概要（和文）：本研究は、研究蓄積が乏しかった東アジア諸国における非典型雇用の法的・実態について本
格的な学術調査を行うものだが、極めて多くの諸成果を公刊でき、当初の目的通りの成果を上げた。具体的には、東ア
ジア諸国における非典型雇用と法制の特徴を抽出できたこと（新しい研究課題への対応ができたという成果）、研究対
象国の非典型雇用及び法制の現状と課題について解明したこと（アジア労働法研究の前提となる各種研究素材を作るこ
とができたという成果）、国際シンポジウムや定例研究会によって、日本を含むアジア各国の研究者、行政機関等との
関係が維持発展できたこと（研究ネットワークを発展できたという成果）という成果を挙げた。

研究成果の概要（英文）：This research has its aim as the depth academic research on " The legal and practi
cal analysis of non-regular emplyment East Asian countries" that has never been attempted in Labour Law ac
ademics. We, all of members of this research, could find our academic important findings and therefore, pu
blish a lot of academic papers and make many academic presentations, base on our research activities as be
llows. Namely, we could analyze and find out 1. the features of Labour Legislation and practices concernin
g non-regular employment in East Asian contries, and 2 the actual aspects, theoretical problems and challe
ngies of non-regular employment and its legislation in East Asian countries. Through this research, we cou
ld maintain and develop the academic network on Asian Labour Law studies with Asian academic scholars, gov
ernment related organizations and non governmental organizations, based on the periodical research meeting
s and the international conference with Japanses and Asian academics.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
① アジア諸国の労働法性の現状 
アジア諸国では、社会主義経済から市場経

済への経済制度の移行、権威主義体制から民
主主義体制への政治体制変換等により、各種
法制度の整備のニーズが高まった。特に、近
年、アジア諸国では、労働法制への整備のニ
ーズが高まり、各種国際機関、先進国等から、
いわゆる労働法整備支援を受けてきた。そし
て、このような法整備支援を受けたアジア諸
国の労働法制は、独自の発展を遂げようとし
つつある。かつて、単なる「飾り窓」にすぎ
なかったアジア諸国の労働法は、ようやく
「実質化」しようとしているのである。 
 
② 本研究組織による研究の状況 
このような状況のもと、アジア労働法の展

開を研究するために、本研究組織の研究代表
者・分担者を中心に組織するアジア労働法研
究会では、「東アジア諸国における労働法整
備支援と労働契約法制の展開」（文科省科研
費基盤研究（Ｂ）海外学術調査、平成 20～22
年）という研究課題に取り組んできた。その
結果、アジア労働法の労働契約実定法制が著
しく進展していること、裁判所による判例法
理が展開していること、労働行政の実務的対
応が開始し人事労務実務も展開を始めてい
ること等、これまで必ずしも明らかにされて
こなかった諸々の点が析出された。 
 
③ 労働契約法制の重要性 
ところで、上記課題研究を推進する過程で、

アジア諸国においても、労働契約法制におけ
る各論的課題が重要な問題になっているこ
とが判明した。代表的なものとして、解雇・
退職、労働条件の不利益変更、最低賃金、男
女差別等であるが、とりわけ、いわゆる非正
規雇用の問題が重要な課題になっているこ
とが理解できた。それは、上記課題の研究を
開始した時点において、リーマンショック等
による金融危機がアジア諸国にも大きな影
響を与えたからである。すなわち、経済のグ
ローバル化が進展し、企業間の競争が激しく
なり、できるかぎり経費を抑制していこうと
する傾向が強まってきたところ、立場が脆弱
である非正規雇用者は、すぐに解雇され、労
働条件を切り下げられる等、影響が如実に出
るからである。その社会的影響は非常に大き
く、日本ならびにその他アジア諸国も、非正
規雇用の問題は焦眉の課題となった。 
 
④ 非典型雇用問題への着目 
そこでアジア労働法研究会では、急遽、「ア

ジア諸国における非正規労働者」の研究を、
上記科研費研究の成果を踏まえつつ、平成 22
年のアジア法学会春季大会においてシンポ
ジウムを組織した。具体的には、非正規従業
員の実態を踏まえた問題提起（香川孝三）、
非正規雇用と法制度（山下昇）、非正規雇用

と社会的保護（押見（斉藤）善久、通称通り、
斉藤とする）、東南アジアにおける非典型雇
用と移民労働（藤川久昭）、非正規雇用とジ
ェンダー（村岡（神尾）真知子、通称通り神
尾とする）、韓国における非正規雇用と労働
組合（新谷眞人）というテーマを設定し報告
を行った（司会は、吾郷真一、吉田美喜夫）。
このように本シンポジウムでは、多面的に、
アジア諸国の非正規労働者の問題点に迫る
ことができ、これまでなされてこなかった、
アジア諸国における非正規雇用の法的・実務
的課題について、研究の先鞭をつけることが
できた。 

 
２．研究の目的 
① 研究のさらなる展開の必要性 
しかし、上記シンポジウムでの研究は、あ

くまでも、「仮説」の提示であった。すなわ
ち、各国からの「経験」をもとに（ベトナム
からは社会的保護、フィリピンと韓国からは
ジェンダー、韓国からは労働組合等による集
団的保護等）課題となる論点を提示し、論点
毎に、それがなぜアジアで問題となり、どの
ように対処されており、今後どういった点が
課題となるか、仮説を提示しただけであった。
また、非正規用に関する各国における法制度
の現実的側面（行政の対応、判例法理の進展、
施行状況等）も、既存の統計調査のみから分
析されたものであった。しかもそれらが必ず
しも十分でないことが、研究過程で明らかに
なった。 
 
② 本研究の目的 
そこでわれわれは、上記シンポジウムでつ

けた「先鞭」をさらにすすめるために、「東
アジア諸国における非正規雇用」というテー
マで、本格的な海外学術研究を行うこととし
た。まず、本テーマに関する研究のために、
決定的に不足しているのは、特に現実的側面
の研究に関する各種素材である。本研究は、
労働関連分野等において、十分な蓄積がない
分野だからである。そこで、本研究では、下
述する研究対象国各国、諸機関を訪問し、そ
れらの協力をえながら現地実態調査を行い、
これらの各種素材を収集するとともに、これ
までの研究にて構築された研究ネットワー
クの維持・発展を行うことを目的とする。 
 
③ 本研究の対象国 
次に、本研究テーマの研究対象国であるが、

単なる各国研究で終わらせることなく、＜１
＞社会主義国で資本主義経済体制に（一部）
適応しようとしている国、＜２＞経済発展に
取り組んできた（その取り組みを開始した）
ものの、必ずしも（未だに）成功していない
国、＜３＞経済発展が著しい国、＜４＞一定
以上の経済発展を遂げた国という四類型に
わけて、現実および課題を、民主化・産業化
という軸にて分析する。具体的には、＜１＞
は、ベトナム・ラオス、ミャンマー、＜２＞



はバングラディシュ、パキスタン、スリラン
カ、フィリピン、カンボジア、ネパール、＜
３＞はインド、マレーシア、タイ、インドネ
シア、＜４＞は中国、韓国、台湾、シンガポ
ールを選定して海外学術調査を行う。分担は、
メンバーが研究を継続的に蓄積した国であ
ること、費用面を考えて合理的経路が構築で
きること等を踏まえて決定する。 
 
④ 本研究の分析視角 
最後に、上記の現実的側面で得た「情報」

をもとに、非正規雇用に関する重要論点を設
定し、学術的研究を各国研究に止まらせるこ
となく、各国横断的に行うとともに、各国比
較も行う。すなわち、＜Ａ＞非典型雇用の実
態と経済発展・民主化、＜Ｂ＞非正規雇用と
労働法制、＜Ｃ＞非典型雇用と社会保障法制、
＜Ｄ＞非典型雇用とジェンダー、＜Ｅ＞非典
型雇用と集団的保護、＜Ｆ＞非典型雇用と国
際労働基準・ＣＳＲ、の六点である。なお、
本研究での非正規雇用とは、正規雇用（当該
企業に、期間の定めのない労働契約のもとで、
直接雇用されているもの）以外のすべての雇
用形態とする。したがって、間接雇用、契約
労働、インフォーマルセクターでの労働等も
含まれる。アジア諸国では、日本のように、
パート、契約社員、派遣、請負、職業紹介等々、
非典型雇用が細かく分類されておらず、厳密
な定義が困難であるからである。 

 
３．研究の方法 
 
① 対象国研究の方法 
まず、本研究テーマの海外研究対象国は、

＜１＞社会主義国で資本主義経済体制に（一
部）適応しようとしている国であるベトナ
ム・ラオス、ミャンマー、＜２＞経済発展に
取り組んできた（取り組みを開始した）もの
の、必ずしも（未だ）成功していない国であ
るバングラディシュ、パキスタン、フィリピ
ン、スリランカ、ネパール、カンボジア、＜
３＞経済発展が著しい国であるインド、マレ
ーシア、タイ、インドネシア、＜４＞一定以
上の経済発展を遂げた国である中国、韓国、
台湾、シンガポールという四類型である。 
各国研究は、研究担当者（代表・分担）が

継続的に研究を蓄積してきた国を担当する
とともに、費用面を考えて合理的経路が構築
できるように設定する。その場合に具体的に
は、＜１＞については斉藤が、＜２＞のスリ
ランカ・ネパールと＜３＞のインドについて
は香川孝三と藤川が、＜２＞のフィリピンに
ついては神尾が、インドを除いた＜３＞は吉
田と藤川が、＜４＞については山下、新谷、
楊、藤川が担当する予定である。要するに、
南アジア、東南アジア、東アジアという領域
に依拠しながら、調査担当を決定する。 
なお上記に加えて、本研究に関する国際機

関の研究・調査動向を確認し、研究レビュー
を受けるために、スイス・ジュネーブの国際

労働機関（ＩＬＯ）本部、バンコクにある国
際労働機関（ＩＬＯ）アジア太平洋総局への
訪問を行う。吾郷、香川、藤川が担当する。 
 
② 分析視角による研究方法 
次に、本研究は、単なる各国調査研究に止

まらず、各国研究で収集したデータをもとに
して、＜Ａ＞非典型雇用の実態と経済発展・
民主化、＜Ｂ＞非正規雇用と労働法制、＜Ｃ
＞非典型雇用と社会保障法制、＜Ｄ＞非典型
雇用とジェンダー、＜Ｅ＞非典型雇用と集団
的保護を柱として分析を行うものである。こ
れらの枠組みの有用性は、われわれ研究グル
ープがアジア法学会でのシンポジウムで「仮
説」として示した通りである。本研究ではそ
の「検証」を行うともに、＜Ｆ＞非典型雇用
と国際公正労働基準・労働ＣＳＲという観点
を追加して、六つの柱とする。具体的に、＜
Ａ＞では、経済発展・民主化という軸によっ
て、各国の非典型雇用の実態を位置づける。
実態については、既存のものでは不十分であ
ることが理解できたので、それを補うため、
各国の各種機関と協働してヒアリング調査
を行う（責任者：香川・藤川）。＜Ｂ＞では、
各国研究に止まっていた東アジア諸国にお
ける非典型雇用法制について、網羅的な研究
を行う（責任者：山下・楊）。＜Ｃ＞も、各
国研究に止まっていた東アジア諸国におけ
る非典型雇用に対する社会的保護法制につ
いて、網羅的な研究を行う（責任者：斉藤）。
＜Ｄ＞では、東アジア諸国における非典型雇
用が、「ジェンダー」的側面を有しているこ
との分析を、実証的に行う（責任者：神尾）。
＜Ｅ＞では、韓国以外の研究がなされていな
いので、研究対象を拡大する（責任者：新谷・
吉田）。＜Ｆ＞は ＩＬＯ等の設定した国際
公正労働基準と、近年アジアの企業でも推進
されている労働ＣＳＲの観点から、アジアに
おける非典型雇用の問題を検討するもので
ある（責任者：吾郷・藤川）。以上六つの柱
は責任者のみならず、すべての構成員が問題
意識として有する。 
 
４．研究成果 
 
① 多くの研究成果の公刊 
 本研究は、研究蓄積が乏しかった東アジア
諸国における非典型強の法的・実態について
本格的な学術調査を行うものである。 
その成果として強調したい点は、後掲の通

り、極めて多くの諸成果を公刊でき、当初の
目的通りの成果を上げた。このことは、アジ
ア労働法研究という分野を、アジア法および
労働法という分野、ひいては、法学および社
会科学において、学問として確立することに
大いに貢献するものである。 
 
② 具体的な研究成果 
本研究の成果として、具体的には、さらに

次の諸点をあげることができる。 



第 1に、東アジア諸国における非典型雇用
と法制の特徴を抽出できたことである。たと
えば、インドネシアでは、日本と異なったタ
イプの非典型雇用法制の特徴が看取できる。
このような規制非細分化の法制は、ときとし
て、ずさんな法規制であるとの指摘を受ける。
確かにある程度の緻密な法規制は必要とは
いえ、このようなタイプの法規制にもメリッ
トがあることも理解できた。そして、このよ
うなタイプの法規制は、他の東アジア諸国に
共通の特徴として見られるものであり、しか
も、現地の事情に対応しているものである。
以上のことは新しい研究課題への対応がで
きたという成果として位置づけることがで
きる。 
第２に、研究対象国の非典型雇用及び法制

の現状と課題について解明したこと、である。
例えば、本研究を通じて、各国研究としての
深みがさらに増している（後掲の研究成果か
ら理解できる通りである）。加えて、対象国
を４類型として整理することにより、ミクス
ドリーガル論などに依拠しつつ、法文化、法
系論としての仮説も、組み上がろうとしてい
る。以上のことは、アジア労働法研究の前提
となる各種研究素材を作ることができたと
いう成果およびアジア労働法研究を学問と
して確立させることができたという成果と
して位置づけることができる。 
第３に、国際シンポジウムや定例研究会に

よって、日本を含むアジア各国の研究者、行
政機関等との関係が維持発展できた、という
ことである。具体的には、研究会を独立行政
法人労働政策研究・研修機構国際部との共同
開催で行うことにより、労働法以外の関連労
働分野（人的資源管理、社会学、労使関係論
など）の研究者との共同作業を行うことがで
きた。平成２３年度には、国際シンポジウム
を開催することができ、現地の研究との貴重
な知見のやりとりができた。このことは、研
究ネットワークを発展できたという成果と
して位置づけることができる。 
以上について、本研究の成果としては、具

体的には、各年度毎で提出した、実績報告書
を参照いただきたい。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計３８件） 
 
① ２０１３年度 計（１６）件 
吾郷眞一 
国際労働基準の日本での批准状況、公衆衛生、
７７巻５号、４０１－４０４頁、査読無 
国際社会の機能主義的結合、法律時報、８５
巻１１号、１３－１９頁、査読無 
企業の労働ＣＳＲ強化の方向性と労使関係
の今後のあり方、公衆衛生、７８巻２号、１
２１－１２４頁、査読無 

新谷眞人 
書評：小林昌之『アジアの障害者雇用法制』、
アジア法研究、７号、１９３～１９８頁、査
読無 
押見（斉藤）善久 
ベトナムにおける労使紛争と法制度、アジア
法研究、７号、１２７～１４１頁、査読無 
香川孝三 
アジア労働法の最近の動向、ワークアンドラ
イフ、１１号、２～７頁、査読無 
ＡＳＥＡＮ諸国における労使関係と日本企
業および労働組合の課題、ＤＩＯ、２８３号、
１２～１５頁、査読無 
硬直的な労働者保護法制とグローバル競争
下の企業経営、ビジネスレイバートレンド、
４６２号、５８～６１頁、査読無 
インドの労使紛争処理手続、アジア法研究、
７号、１５９～１７２頁、査読無 
How has Japan been contributing promotion of 
creating freedom of association and collective 
bargaining in Asian countries ?、大阪女学院大
学紀要、１０号、１０１～１１６頁、査読無 
ミャンマーの労働争議解決法の意義、季刊労
働法、２４４号、１５０～１６１頁、査読無 
藤川久昭 
インドネシア進出のための最新知識、グロー
バル経営、２０１３年５月号、４～９頁、査
読無 
インドネシアにおける労働と法、季刊労働法、
２４３号、１２９～１３９頁、査読無 
インドネシアにおいて日系企業が直面する
主要な労務問題と法、アジア法研究、７号、
１４３～１５８頁、査読無 
村岡（神尾）真知子 
日本のパートタイム労働の法政策と問題点、
Korean Journal of Gender and Law、２０１４年
１・２号合併号、２１～４１頁、査読無 
日本の非正規雇用の労働問題、世界の労働、
６１巻４号、２～１１頁、査読無 
山下昇 
中国における労使紛争処理制度、アジア法研
究、７号、１１５～１２６頁、査読無 
 
② ２０１２年度 計（６）件 
吾郷眞一 
消防職員が団体を結成し活動をすることへ
の牽制が違法とされた事件、新・判例解説
watch、wol10、３０５－３０８頁、査読無 
香川孝三 
インフォーマルセクター従事者の生活をい
かに保障するか？、労働法律旬報、１７６７
巻、４～５頁、査読無 
アジア諸国のワークライフバランス、季刊労
働法、２３７号、１４８～１５８頁、査読無 
ミャンマー（ビルマ）における労働組合法の
意義、季刊労働法、２３８号、１４８－１５
８頁、査読無 
押見（斉藤）善久 
ベトナム労働組合法（２０１２年法）、季刊
労働法、２４０号、１３７～１４８頁、査読



無 
藤川久昭 
偽装職業紹介の現状と課題、季刊労働法、２
３８号、１９７～２０６頁、査読無 
 
③ ２０１１年度 計（１６）件 
吾郷眞一 
グローバル化と ILOの監視メカニズムの課題、
世界の労働、６１巻３号、３６～４５頁 
CSR─法としての機能とその限界、季刊労働
法、２３４号、５０～６０頁、査読無 
わが国企業の進出先としてのアジア労働市
場と労働面における CSR の重要性、ＤＩＯ、
２６４号、４～７頁、査読無 
新谷眞人 
韓国における非正規労働者と労働組合―労
働法学の視点から、アジア法研究、５号、６
９～７７頁、査読無 
香川孝三 
アジアにおけるＩＬＯの技術協力、世界の労
働、６１巻３号、４６～５３頁、査読無 
労働分野におけるアジア向け国際協力の現
状と問題点、季刊労働法、２３３号、１６６
～１７９頁、査読無 
アジアにおける非正規労働の問題点、アジア
法研究、５号、１７～２５頁、査読無 
神尾真知子 
非正規雇用とジェンダー－韓国の場合、アジ
ア法研究、５号、５７～６８頁、査読無 
日本の非正規雇用の労働問題、世界の労働、
６１巻４号、２～１１頁、査読無 
斉藤善久 
ベトナムにおける労働者派遣と法規、アジア
法研究、５号、３９～５１頁、査読無 
ベトナム労働法における労働者代表主体の
取り扱い、社会体制と法、４３～５５頁、査
読無 
藤川久昭 
東南アジアにおける非典型雇用と移民労働、
アジア法研究、５号、６５～６８頁、査読無 
山下昇 
日本・中国・韓国・台湾の非正規雇用と法制
度、アジア法研究、５号、２７～３８頁、査
読無 
 
［学会報告］計（１０）件 
 
① ２０１３年度 計（８）件 
吾郷眞一 
Use of national courts in strengthening 
international law, Asia Society of International 
Law, 2013/11/15, New Delhi 
押見（斉藤）善久 
アジアに進出した日系企業の労使紛争処理
（ベトナム）、アジア法学会、２０１３年６
月２３日、早稲田大学 
日越両国の労働法制や労働条件について、ベ
トナム改正労働法と労働条件に関する諸問
題、２０１３年１１月１６日、ハノイ法科大
学 

香川孝三 
アジアに進出した日系企業の労使紛争処理
（インド）、アジア法学会、２０１３年６月
２３日、早稲田大学 
藤川久昭 
アジアに進出した日系企業の労使紛争処理
（インドネシア）、アジア法学会、２０１３
年６月２３日、早稲田大学 
村岡（神尾）真知子 
日本のパートタイム労働の法政策と問題点、
韓国ジェンダー法学会、２０１３年９月１４
日、韓国放送通信大学 
韓国の非正規職労働問題に対する法と政策、
日本臨床政治学会、２０１４年４月１９日、
専修大学 
山下昇 
アジアに進出した日系企業の労使紛争処理
（中国）、アジア法学会、２０１３年６月２
３日、早稲田大学 
 
② ２０１２年度 計（１）件 
押見（斉藤）善久 
ベトナムにおける労使関係と労働法改正～
最新事情から今後の動向まで～、国際労働財
団、２０１３年１月２３日、国際労働財団 
 
③ ２０１１年度 計（１）件 
藤川久昭 
総括コメント、労働法整備支援と個別労働法
制の発展～インドネシアとベトナム、アジア
労働法研究会、２０１２年３月１８日、青山
学院大学 
 
〔図書〕（計９件） 
 
① ２０１３年度 計（４）件 
香川孝三 
（共著）賃金・労働条件総覧（２０１４年版）
（海外進出企業における労働組合の役割）産
業総合労働研究所、３６５－３６８頁 
押見（斉藤）善久 
（共著）アジアの生殖補助医療と法・倫理（第
二章ベトナムにおける生殖補助医療と法・倫
理）、法律文化社、３７～５６頁 
藤川久昭 
（単編著）海外派遣者ハンドブック・インド
ネシア編、日本在外企業協会、全１６５頁 
吉田美喜夫 
（共著）労働法と現代法の理論（下）（タイ
における非典型雇用の法的保護）、日本評論
社、３８５～４０５頁 
 
② ２０１２年度 計（２）件 
香川孝三 
（共著）『アジアのジェンダー』（「ベトナ
ムのジェンダー」）、ミネルヴァ書房、２１
７～３１５頁 
押見（斉藤）善久 
（共著）『アジアの障害者雇用法制』（「ベ
トナムの障害者雇用法制」）、ジェトロ・ア



ジア経済研究所、８１～１００頁 
 
③ ２０１１年度 計（３）件 
吾郷眞一 
（共著）国際人権法の国際的実施（国際人権
保障機構としての ILO）、信山社、１８頁分 
香川孝三 
（共著）国際関係入門（人権保障のメカニズ
ム）東信堂、２２頁分 
（共著）『労働法が目指すべきもの』（アジ
アにおけるストライキ中の賃金問題）、信山
社、９７～１２５頁 
 
６．研究組織 
 
(1)研究代表者 
藤川久昭（FUJIKAWA HISAAKI） 青山学院
大学法学部教授 研究者番号 30286223 
 
(2)研究分担者 
吾郷眞一(AGO SHINICHI) 立命館大学法学部
教授 研究者番号 50114202 
新谷眞人(ARAYA MASATO) 日本大学法学部教
授 研究者番号 20405682 
押見（斉藤）善久(OSIMI(SAITOH) YOSHIHISA)  
神戸大学国際協力研究科准教授 研究者番
号 10399785 香川孝三(KAGAWA KOZO) 大阪女
学院大学教養部教授 研究者番号 20019087 
村岡（神尾）真知子(MURAOKA(KAMIO) MACHIKO) 
日本大学法学部教授 研究者番号 80219881  
山下昇(YAMASHITA NOBORU)  九州大学法学
研究科准教授 研究者番号 60352118 
楊林凱（YANG LINGAI） 青山学院大学法学部
准教授 研究者番号 50433694 
吉田美喜夫(YOSHIDA MIKIO) 立命館大学大
学院法科大学院教授 研究者番号 70148386 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


